
当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容を
ホームページ、ポスター、パンフレット等で公表しています。
苦情は、当金庫の営業店またはリスク統括部お客さまサービス課にお申し出ください。
証券業務に関する苦情は、当金庫が加入する日本証券業協会から苦情の解決業務等の委託を受けた「特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター（ADR FINMAC）」でも受け付けています。

［苦情処理措置］

当金庫は、紛争解決のため、リスク統括部お客さまサービス課または全国しんきん相談所にお申し出があれば、東京弁護士
会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センターにお取次ぎいたします。また、お客さ
まから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さま
のアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護
士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。
ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しん
きん相談所または当金庫リスク統括部お客さまサービス課」にお尋ねください。
このほかに、証券業務に関する紛争は、当金庫が加入する日本証券業協会から紛争の解決のあっせん等の委託を受けた
上記「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」でも受け付けています。

［紛争解決措置］

［苦情等への取組体制］

当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
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適切な説明・他機関の紹介

〒507-8702 岐阜県多治見市本町2丁目5番地の1
0572-25-2284
0120-252-248

住 所
電 話 番 号
フリーダイヤル

：
：
：

9：00～17：00 月～金（祝日・12月31日～1月3日を除く）
電話、FAX、手紙、面談、
ホームページ（お客さまの声）

受 付 時 間
受 付 媒 体

：
：

0572-25-2325FAX：

東濃信用金庫 リスク統括部 お客さまサービス課

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
03-3517-5825

住 所
電 話 番 号

：
：

9：00～17：00 月～金（祝日・12月31日～1月3日を除く）
電話、手紙、面談

受 付 時 間
受 付 媒 体

：
：

全国しんきん相談所 （一般社団法人 全国信用金庫協会）

名称 東京弁護士会紛争解決センター

住所
〒100-0013

東京都千代田区霞が関1-1-3
電話
番号 03-3581-0031
受付日
・
時間

月～金（祝日、年末年始除く）
  9：30～12：00／13：00～16：00

第一東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

03-3595-8588
月～金（祝日、年末年始除く）

10：00～12：00／13：00～16：00

第二東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

03-3581-2249
月～金（祝日、年末年始除く）

  9：30～12：00／13：00～17：00

特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター

〈ADR FINMAC〉
（日本証券業協会）

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1

0120-64-5005
月～金（祝日・年末年始除く）

  9：00～17：00

お客さま本位の業務運営に関する基本方針/マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止への取組み

お客さま本位の業務運営に関する基本方針

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止への取組み

当金庫は、「地元と共にあり、共に栄える」を経営理念とし、お客さま本位の業務運営を経営の最重点課題に位置づ
け、あらゆる事業活動において、高い倫理観に基づいた実践を進めてまいります。お客さま本位の業務運営重視の風土
の確立を目指して、役職員一人ひとりが理解し、遵守することに努めてまいります。

1．お客さまのニーズを配慮した商品ラインアップの整備とサービスの提供
○ 幅広くかつ高品質な商品ラインアップの整備に努め、お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じ、適切な商品を選択い

ただけるよう環境づくりに取組んでまいります。
○より多くのお客さまに利用いただきやすい商品ラインアップを提供してまいります。

2．お客さま本位のコンサルティング機能の発揮
○お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と

商品説明をいたします。
○ お客さまにご負担いただく手数料その他の費用等について透明性と分りやすい説明に努めてまいります。

3．お客さまとの信頼関係の強化
○お客さまの安定的な資産形成や資産運用に役立つよう、継続的なアフターフォローを通じて、経済環境、市場動向、時価

等の適切な情報提供やアドバイスに努めてまいります。
○タブレット端末等を活用して、お客さまの満足度向上に役立つシステムを導入し、業務の一層の堅確化を進めるとともに、

対応の迅速化によるお客さまの利便性向上を図ってまいります。
4．お客さま本位の業務運営を行うための人材育成と販売態勢

○ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）等外部資格の取得を奨励して、役職員の資質向上を図ってまいります。
○お客さま本位の業務運営の実現と定着化を目的に、お客さまの声を真摯に受け止める態勢を構築してまいります。

5．利益相反管理
○信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、「利益相反管理方針（別に公表）」に基づき、
『お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引』を適切に管理し、お客さまの利益を保護するとともに、お客さま
からの信頼の向上に努めてまいります。

当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」という）の防止に向けた国際的な要請
の高まりを受け、基本姿勢を以下の通り定め、管理態勢の構築・強化に取り組んでいます。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策基本姿勢
1. 基本姿勢

　当金庫は、マネロン・テロ資金供与対策を経営の重要課題の一つと位置づけ、当該対策の不断の検証と高度化に努めるとと
もに、公共の信頼を維持すべく実効性のある管理態勢を確立します。

2. 組織体制
　当金庫は、経営陣の主体的かつ積極的な関与のもと、マネロン・テロ資金供与対策に関する責任者及び統括部署を定めま

す。また、関係部署連携の下、役割及び責任を明確にし、組織全体で横断的に取り組みます。
3. リスクベース・アプローチに基づくリスク管理

　当金庫は、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、取り扱う商品・サービス等についてリスクを特定・評価し、リスクに見
合った低減措置を講じます。

4. 顧客管理措置
　当金庫は、関係法令に基づき、お客さまの本人特定事項等の確認を適切に行い、その情報を常に最新の状態に保つよう、継

続的な管理を実施します。
5. 疑わしい取引の届出

　当金庫は、関係法令に基づき、疑わしい取引の届出について、適時的確に対応できる態勢を整備するとともに、疑わしい取引
に該当すると判断した場合は速やかに当局に届出を行います。

6. 遵守状況の検証
　当金庫は、マネロン・テロ資金供与対策に係る遵守状況を検証し、その検証結果を踏まえた継続的な態勢改善に努めます。
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